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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】令和3年9月30日(2021.9.30)

【公表番号】特表2021-513634(P2021-513634A)
【公表日】令和3年5月27日(2021.5.27)
【年通号数】公開・登録公報2021-024
【出願番号】特願2020-543054(P2020-543054)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｐ   3/14     (2006.01)
   Ｇ０１Ｓ  13/42     (2006.01)
   Ｇ０１Ｓ  13/86     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｐ    3/14     　　　　
   Ｇ０１Ｓ   13/42     　　　　
   Ｇ０１Ｓ   13/86     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月12日(2021.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも部分的に境界部（３）を通じてセーフティゾーン（２）に出入りする物体（
６，１４，１９）を検知するために、前記セーフティゾーン（２）の境界部（３）を監視
する監視装置（１，２０，３０）であって、
　前記境界部（３）に触れている物体（６，１４，１９）を検知する光カーテン装置（４
）と、
　前記境界部（３）に対する前記物体（６，１４，１９）の移動方向及び／又は物体（６
，１４，１９）の材料特性を検知する少なくとも１つのレーダ装置（５）と、
　前記レーダ装置（５）からのレーダ装置信号（ＲＤＳ）に基づいて、及び、任意で前記
光カーテン装置（４）からの光カーテン装置信号（ＬＤＳ）に基づいて、評価結果を出力
する評価装置（７）と、
　を備える、監視装置。
【請求項２】
　前記評価結果に基づいて警告信号を発する及び／又は予め決められた保護処置を実行す
る保護装置（２１）を更に備える、請求項１に記載の監視装置。
【請求項３】
　前記評価結果に応じて前記保護装置（２１）及び／又は前記光カーテン装置（４）を一
時的に停止させるミューティング装置（２２）を更に備える、請求項１又は２に記載の監
視装置。
【請求項４】
　前記評価結果は、前記物体（６，１４，１９）が前記セーフティゾーン（２）の内側に
あるか外側にあるか、前記レーダ装置（５）によって検知された前記境界部（３）に対す
る前記物体（６，１４，１９）の移動方向、及び／又は、前記物体（６，１４，１９）が
前記境界部（３）に触れているか否かを示す、請求項１～３のいずれか１つに記載の監視
装置。
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【請求項５】
　前記レーダ装置（５）は、検知領域（１５）を有し、前記レーダ装置（５）及び前記光
カーテン装置（４）は、前記検知領域（１５）が前記境界部（３）と少なくとも部分的に
重なるように配置されている、請求項１～４のいずれか１つに記載の監視装置。
【請求項６】
　前記境界部（３）は、前記検知領域（１５）によって覆われている、請求項５に記載の
監視装置。
【請求項７】
　前記検知領域（１５）は、前記検知軸（２８）を有する細長い形状を有し、前記レーダ
装置（５）及び前記光カーテン装置（４）は、前記検知軸（２８）が前記境界部（３）と
平行に走るように配置されている、請求項５又は６に記載の監視装置。
【請求項８】
　前記検知領域（１５）は、前記検知軸（２８）を有する細長い形状を有し、前記レーダ
装置（５）及び前記光カーテン装置（４）は、前記検知軸（２８）が前記境界部（３）に
対して垂直に走るように配置されている、請求項５又は６に記載の監視装置。
【請求項９】
　前記光カーテン装置（４）は、第１支持部（１６）に配置された複数の発光素子（４ａ
）と、第２支持部（１７）に配置された複数の受光素子（４ｂ）とを備え、前記境界部（
３）は、前記第１支持部（１６）と前記第２支持部（１７）との間にある、請求項１～８
のいずれか１つに記載の監視装置。
【請求項１０】
　前記レーダ装置（５）は、レーダ送信機（５ａ）とレーダ受信機（５ｂ）とを備え、前
記レーダ送信機（５ａ）と前記レーダ受信機（５ｂ）とは、前記第１支持部（１６）及び
／又は前記第２支持部（１７）の少なくとも１つに配置されている、請求項９に記載の監
視装置。
【請求項１１】
　前記レーダ装置（５）は、レーダ送信機（５ａ）とレーダ受信機（５ｂ）とを備え、前
記レーダ送信機（５ａ）と前記レーダ受信機（５ｂ）とは、前記第１支持部（１６）及び
／又は第２支持部（１７）から予め決められた距離に配置されている、請求項９に記載の
監視装置。
【請求項１２】
　前記セーフティゾーン（２）は、前記レーダ装置（５）と前記光カーテン装置（４）と
の間に位置している、請求項１～７のいずれか１つに記載の監視装置。
【請求項１３】
　少なくとも１つの境界部（３）で区切られたセーフティゾーン（２）であって、当該セ
ーフティゾーン（２）内に、少なくとも１つの工場装置（１１，２６）が予め決められた
機能を実行するように配置及び装備されているセーフティゾーン（２）と、
　物体（６，１４，１９）が少なくとも部分的に前記境界部（３）を通じて前記セーフテ
ィゾーン（２）に出入りするか否かを検知するように装備された、請求項１～１２のいず
れか１つに記載の監視装置（１，２０，３０）と、
　を備える、工場構造（１０，２５，３５）。
【請求項１４】
　セーフティゾーン（２）の境界部（３）を監視する方法であって、
　物体（６，１４，１９）が境界部（３）に触れたか否かを検知する光カーテン装置（４
）を駆動し、
　前記境界部（３）に対する前記物体（６，１４，１９）の移動方向及び／又は前記物体
（６，１４，１９）の材料特性を検知する少なくとも１つのレーダ装置（５）を同時に駆
動し、
　前記レーダ装置（５）からのレーダ装置信号（ＲＤＳ）に基づいて、及び、任意で前記
光カーテン装置（４）からの光カーテン装置信号（ＬＤＳ）に基づいて、評価結果を出力
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する、
　ことを含む、方法。
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